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院内製剤に関する情報公開について 

 

【院内製剤について】 

院内製剤は、多様でかつ個別の医療ニーズに応えるべく、病院薬剤師により調製され、高 

度・複雑化する医療に貢献してきました。一方、院内製剤がきっかけとなり薬機法による承 

認を取得した医薬品も数多く存在しており、薬物治療における院内製剤の必要性を示して 

います。 しかし、その使用方法は添付文書で定められたものとは異なるため、適応外使用

医薬品の扱いとなります。当院においても、長年にわたり院内製剤を調製しており、 院内

の倫理委員会等で承認を得て使用しています。 そして、これらの治療方法は、安全性が高

いとされていること、必要時に速やかに使用する必要があることなどから、各患者さんにご

説明して同意をいただく代わりに、病院ホームページにて情報を公開することとしており

ます。 

 

 

 

＊ピオクタニン水溶液は、海外の動物実験で経口摂取した場合に発がん性を認めたことか

ら、発がんリスクが報告されています。一方で、実際の臨床使用での発がん性は報告されて

いません。本剤を一時的に局所使用することによる発がん性の可能性は低いと考えられま

すが、臨床使用での安全性は現在のところ確立されていません。 そのため、本剤は患者さ

んの利益が不利益を上回ると判断される場合にのみ、使用致します。 

 

院内製剤を治療に用いることに同意するか否かは、患者さんの自由意思によるものです。 

院内製剤による治療を止めたいと思った時にはいつでも中止することができますので担当

の医師、看護師、薬剤師にそのご意向をお伝え下さい。ご質問がありましたら、いつでも 

遠慮なく、担当の医師、看護師または薬剤師までお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


